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【認定申請】国家戦略道路占用事業
エリアマネジメントに係る道路法の特例

沖縄県北部（名護市及び今帰仁村）において自然を活用したテーマパークの整備が計画されて
おり、テーマパーク駐車場出入口付近の今帰仁村道に、多言語周辺施設誘導看板を設置する。

外国人を含む観光客等が旅行しやすい環境の整備し、観光客の利便性向上

国際観光拠点の形成に寄与

▼図面、MAP▼現地写真

道路利用者の利便性
向上のために、より
効果的な場所に設置

事業者

概要

株式会社ジャパンエンターテイメント

（例）
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